
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号

引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二

条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
等
）

第
一
条
　
引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
、
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た
期
間
の
算
定
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
日

及
び
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
時
期
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

地
域

生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た
期
間
の
算
定

に
関
す
る
日

本
邦
に
引
き
揚
げ
た
時
期
に
関
す

る
日

も
と
の
蘭
領
東
印
度
諸
島
、
英
領
マ

レ
イ
半
島
及
び
英
領
ボ
ル
ネ
オ

昭
和
十
六
年
八
月
一
日

昭
和
十
六
年
八
月
一
日

フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日

昭
和
十
九
年
七
月
一
日

２
　
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
日
本
国
政
府
又
は
日
本
国
内
に
主
た
る
事
務
所

を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
命
令
に
よ
つ
て
同
号
に
規
定
す
る
連
合
国
の
領
域
を
な
し
て
い
た
地
域
に
あ
つ

た
日
本
国
政
府
又
は
当
該
団
体
の
職
員
（
も
つ
ぱ
ら
当
該
地
域
に
お
い
て
勤
務
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
雇
用
さ

れ
た
職
員
で
あ
る
等
の
た
め
、
引
揚
げ
に
よ
つ
て
当
該
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
う
に
至
つ
た
者
を
除
く
。
）
及

び
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
者
と
す
る
。

（
国
債
の
譲
渡
及
び
担
保
権
の
設
定
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
国
に
譲
渡
す
る
場
合

二
　
地
方
公
共
団
体
に
対
し
担
保
権
の
設
定
を
す
る
場
合

三
　
財
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
に
対
し
担
保
権
の
設
定
を
す
る
場
合

（
地
方
公
共
団
体
の
長
が
処
理
す
る
事
務
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
に
関
す
る
総
務
大
臣
の
権
限

に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
け
る
本
籍
地
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
つ

た
引
揚
者
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
死
亡
し
た
引
揚
者
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
本
邦
（
次
号
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
け
る
本
籍
地
の
都
道
府
県
知
事

二
　
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
域

北
海
道
知
事

三
　
樺
太
及
び
千
島
列
島

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域

特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県

知
事

２
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
の
認
定
に
関
す
る
総
務
大
臣
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
う
ち
、
引
揚
前
死
亡
者
及
び
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
死
亡
し
た
引
揚
者
で
そ
の
死
亡

に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
当
時
に
お
け
る
本
籍
地
が
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
つ
た
も
の
に
係
る
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
下
欄
中
「
昭
和
二
十
年
八
月

十
五
日
」
と
あ
る
の
を
「
死
亡
に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
当
時
」
と
読
み
替
え
た
場
合
の
者
）
が
行
う
こ
と
と
し
、
死

亡
時
に
お
け
る
本
籍
地
が
同
表
の
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
つ
た
こ
れ
ら
の
死
亡
者
で
除
籍
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
係
る
も
の
は
、
北
海
道
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

３
　
法
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
償
還
金
を
受
領
し
た
者
で
そ
の
居
住
地
が
本
邦
に
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
は
、
当
該
居
住
地
の

都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
請
求
書
の
提
出
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
特
別
交
付
金
請
求

者
」
と
い
う
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
交
付
金
に
関
す
る
請
求
書
を
、
そ
の
居
住
地
の
市
町
村
長
（
特

別
区
に
あ
つ
て
は
、
区
長
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
前
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
い

う
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
交
付
金
請
求
者
へ
の
認
定
の
通
知
）

第
五
条
　
認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
交
付
金
請
求
者
が
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と

認
定
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
交
付
金
認
定
通
知
書
を
当
該
特
別
交
付
金
請
求
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
交
付
金
請
求
者
が
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
と
認

定
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
交
付
金
却
下
通
知
書
を
当
該
特
別
交
付
金
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
通
知
書
は
、
請
求
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
を
経
由
し
て
、
特
別
交

付
金
請
求
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
務
大
臣
へ
の
認
定
の
通
知
）

第
六
条
　
認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
交
付
金
認
定
通
知
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
七
条
　
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
在
外
財
産
問
題
審
議
会
令
の
廃
止
）

２
　
在
外
財
産
問
題
審
議
会
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
日
政
令
第
一
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
二
四
日
政
令
第
一
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
政
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
七
日
政
令
第
九
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
三
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


